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そうじゃ  議会だより

3

　６月定例市議会で各委員会に付託された議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決
等すべきと決定しました。
　各委員会での主な内容は次のとおりです。
　なお、請願・陳情の審査結果は 16 ページに掲載しています。

◎
請
願

　
継
続
審
査
と
な
っ
て
い
る
請
願

２
件
を
、
再
度
継
続
審
査
と
し
た
。

「
75
歳
以
上
の
高
齢
者
の
医
療
費

無
料
化
を
国
に
求
め
る
請
願
書
」

は
、
国
政
の
事
務
と
い
う
こ
と
か

ら
不
採
択
。「
２
０
１
０
年
度
の

年
金
引
き
上
げ
等
に
関
す
る
請
願

書
」
は
、
既
に
本
年
度
の
年
金
が

据
え
置
き
で
決
定
し
て
い
る
こ
と

か
ら
不
採
択
と
し
た
。

　
請
願
２
件
を
不
採
択
、
１
件
を

継
続
審
査
、
陳
情
１
件
を
趣
旨
採

択
と
し
た
。「
Ｅ
Ｐ
Ａ
・
Ｆ
Ｔ
Ａ

推
進
路
線
の
見
直
し
を
求
め
る
請

願
書
」
及
び
「
備
蓄
米
買
い
入
れ

と
米
価
の
回
復
・
安
定
を
求
め
る

請
願
書
」
は
、
国
に
か
か
わ
る
問

題
か
ら
不
採
択
と
し
た
。

援
隊
な
ど
を
作
り
、
さ
ら
に
町
内
、

企
業
、
団
体
等
も
含
め
た
市
民
と

ご
み
減
量
に
向
け
て
努
力
し
て
い

き
た
い
。
そ
の
目
安
と
し
て
３
年

後
と
い
う
判
断
を
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
市
民
へ
の
周
知
徹
底
に
全

力
を
挙
げ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

◎
総
社
市
小
児
医
療
費
給
付
条
例

の
一
部
改
正

問

給
付
や
申
請
ま
で
に
か
か

る
期
間
や
給
付
の
対
象
は
ど
う
な

っ
て
い
る
か
。

答

償
還
給
付
で
の
実
施
。
将

来
人
数
に
よ
っ
て
は
随
時
払
も
検

討
し
た
い
。
給
付
対
象
に
関
し
て

は
、
現
在
の
小
児
医
療
費
と
同
じ

対
象
で
あ
る
。

の
垂
れ
幕
や
の
れ
ん
は
、「
れ
と

ろ
ー
ど
」
の
日
程
ま
で
に
そ
の
道

案
内
も
含
め
て
間
に
合
う
の
か
。

財
源
的
に
は
単
市
負
担
か
。

答

「
れ
と
ろ
ー
ど
」
の
期
間

に
間
に
合
わ
せ
た
い
。
費
用
は
単

市
で
あ
る
。

◎
請
願
・
陳
情

た
。
よ
っ
て
家
庭
へ
の
負
担
を
軽

減
し
た
い
。

問

紙
お
む
つ
の
ご
み
無
料
化

に
つ
い
て
議
員
と
の
論
議
が
な
さ

れ
な
か
っ
た
が
、
ど
う
し
て
か
。

答

論
議
の
時
間
は
確
か
に
設

け
な
か
っ
た
が
、
今
回
思
い
切
っ

て
半
額
に
し
た
こ
と
で
対
応
し
た

と
理
解
さ
れ
た
い
。

問

市
長
の
排
出
量
を
増
や
さ

な
い
と
い
う
市
民
と
の
契
約
、
ま

た
変
動
相
場
制
に
よ
る
３
年
ご
と

の
見
直
し
な
ど
と
あ
る
が
、
具
体

的
な
規
定
が
な
い
。
判
断
基
準
を

示
す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

答

リ
バ
ウ
ン
ド
に
よ
る
値
上

げ
の
防
止
策
と
し
て
仮
称
ご
み
応

耐
用
年
数
は
何
年
か
。

答

一
般
的
に
は
15
年
か
ら
35

年
。
診
断
の
中
で
取
り
替
え
が
必

要
な
も
の
に
つ
い
て
順
次
取
り
替

え
て
い
っ
て
い
る
。

◎
平
成
22
年
度
総
社
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）

問

観
光
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
提
案

厚
生
委
員
会

　
当
委
員
会
で
審
査
し
た
案
件
は
、

議
案
５
件
、
請
願
５
件
（
継
続
審

査
分
）
で
す
。

◎
総
社
市
廃
棄
物
の
減
量
及
び
適

正
処
理
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正

問

家
計
を
圧
迫
し
て
い
る
と

い
う
市
長
の
提
案
理
由
は
過
大
表

現
で
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。

答

大
小
に
つ
い
て
は
個
人
差

が
あ
る
が
、
家
計
を
圧
迫
す
る
こ

と
に
は
間
違
い
な
い
。
さ
ら
に
今

回
の
提
案
理
由
の
一
つ
と
し
て
、

有
料
化
を
機
に
市
民
が
努
力
し
た

結
果
、
20
％
の
ご
み
削
減
が
で
き

産
業
水
道
委
員
会

　
当
委
員
会
で
審
査
し
た
案
件
は
、

議
案
４
件
、
請
願
３
件
（
う
ち

継
続
審
査
分
１
件
）、
陳
情
１
件

（
継
続
審
査
分
）
で
す
。

◎
工
事
委
託
契
約
の
締
結

問

下
水
処
理
場
電
気
設
備
の

に
は
導
入
経
費
の
補
正
予
算
を
計

上
し
、
地
域
公
共
交
通
会
議
を
１

月
ま
で
に
開
催
。
同
意
が
得
ら
れ

れ
ば
２
月
に
運
輸
局
の
許
可
を
得

る
予
定
で
あ
る
。
市
民
に
は
広
報

紙
等
で
予
約
の
方
法
な
ど
を
周
知

し
た
い
。

答

平
成
22
年
度
は
、
右
岸
側

の
用
地
補
償
及
び
橋
脚
、
橋
台
を

施
工
す
る
計
画
で
あ
る
。
富
原
工

区
は
、
詳
細
設
計
、
測
量
、
用
地

交
渉
に
入
る
予
定
で
あ
る
。

答

デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
り
、
新

た
な
難
視
聴
地
域
が
発
生
す
る
が
、

Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
の
加
入
や
デ
ジ
サ
ポ

（
国
の
サ
ポ
ー
ト
）
と
連
絡
を
取

り
な
が
ら
、
間
に
合
わ
せ
た
い
。

◎
請
願

　
継
続
審
査
と
な
っ
て
い
る
請
願

１
件
は
、
国
の
動
向
を
見
据
え
、

ま
だ
研
究
の
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
引
き
続
き
継
続
審
査
と
し
た
。

月
の
事
業
ス
タ
ー
ト
ま
で
の
大
ま

か
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
説
明
し
て

ほ
し
い
。

答

調
査
分
析
等
の
委
託
完
了

後
、
事
業
者
等
と
協
議
、
運
営
主

体
の
決
定
を
９
月
ぐ
ら
い
ま
で
に

行
い
た
い
。
遅
く
と
も
12
月
議
会

と
に
つ
い
て
（
平
成
21
年
度
総

社
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

６
号
））

問

今
後
の
清
音
神
在
本
線
改

良
事
業
の
取
り
組
み
は
ど
う
か
。

問

10
月
か
ら
た
ば
こ
の
値
段

が
上
が
る
が
、
今
後
の
総
社
市
の

た
ば
こ
税
の
影
響
は
ど
う
か
。

答

売
り
上
げ
が
下
が
る
予
想

で
、
前
年
度
の
３
億
１
９
０
０
万

円
か
ら
、
今
回
は
２
億
８
３
０
０

万
円
と
低
め
に
設
定
し
て
い
る
。

◎
平
成
22
年
度
総
社
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）

問

市
内
の
デ
ジ
タ
ル
放
送
難

視
聴
地
域
の
状
況
と
対
策
を
知
り

た
い
。

新
交
通
シ
ス
テ
ム
調
査
特
別
委
員
会

　
当
特
別
委
員
会
で
審
査
し
た
案

件
は
、
議
案
１
件
で
す
。

◎
平
成
22
年
度
総
社
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）

問

デ
マ
ン
ド
交
通
の
来
年
４

建
設
消
防
委
員
会

　
当
委
員
会
で
審
査
し
た
案
件
は
、

議
案
１
件
で
す
。

◎
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ

総
務
文
教
委
員
会

　
当
委
員
会
で
審
査
し
た
案
件
は
、

議
案
６
件
、
請
願
１
件
（
継
続
審

査
分
）
で
す
。

◎
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て
（
総
社
市
税
条
例

の
一
部
改
正
）

問

扶
養
控
除
分
を
知
り
た
い
。

答

子
ど
も
手
当
の
創
設
に
伴

い
、
国
税
分
の
38
万
円
の
控
除
が

な
く
な
る
。

委員会の審査報告
市民との契約、ごみ袋料金変動相場制の判断基準は？市民との契約、ごみ袋料金変動相場制の判断基準は？
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